
JP 2017-509125 A 2017.3.30

(57)【要約】
　照明器具は、第２主面の反対側の、距離Ｗのところに
第１主面を持つハウジングを有する。前記第１主面は、
光源光を透過する光出射窓を有し、前記第１主面と前記
第２主面とを接続する少なくとも１つの側壁によって境
界をつけられ、長さＬを持つ。前記側壁は、本質的にそ
の全長Ｌにわたって、０．１＊Ｗと０．８＊Ｗとの間の
高さＨを持ち、光源光を透過する光放射窓を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第２主面の反対側の、距離Ｗのところに第１主面を持つハウジングであって、光源光を
生成するための光源を収容するよう構成されているハウジングを有する照明器具であって
、
　前記第１主面が、光源光を透過する光出射窓を有すると共に、前記第１主面から横方向
に延在し、長さＬを持つ少なくとも１つの側壁によって境界をつけられ、前記側壁の第１
縁端部が、前記第１主面に境界をつけ、
　前記側壁が、本質的にその全長Ｌにわたって、０．１＊Ｗと０．８＊Ｗとの間の高さＨ
を持ち、光源光を透過する光放射窓を有し、
　前記光出射窓が、第１光源と関連づけられ、前記光放射窓が、第２光源と関連づけられ
る照明器具。
【請求項２】
　Ｈが、０．２＊Ｗと０．４＊Ｗとの間にあることを特徴とする請求項１に記載の照明器
具。
【請求項３】
　前記側壁が、第２縁端部を持ち、前記光放射窓が、前記側壁の第１縁端部から前記側壁
の第２縁端部の方へ延在する、又は前記光放射窓が、前記側壁の第２縁端部から前記側壁
の第１縁端部の方へ延在することを特徴とする請求項１又は２に記載の照明器具。
【請求項４】
　前記光出射窓が、前記第１主面全体にわたって延在することを特徴とする請求項１、２
又は３に記載の照明器具。
【請求項５】
　前記光出射窓と前記光放射窓との間に、非光放射周囲領域が含まれることを特徴とする
請求項１乃至４のいずれか一項に記載の照明器具。
【請求項６】
　前記光放射窓が、多くの、相対的に小さな光透過性サブ窓によって形成されることを特
徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の照明器具。
【請求項７】
　Ｈが、前記側壁の周囲にわたって一定であることを特徴とする請求項１乃至６のいずれ
か一項に記載の照明器具。
【請求項８】
　Ｈが、前記側壁の周囲にわたって変化することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか
一項に記載の照明器具。
【請求項９】
　前記側壁が、０．２＊Ｗ乃至０．６＊Ｗの範囲内にある高さＨＢを持つ遮光帯によって
前記光放射窓から分離された他の光放射窓を有することを特徴とする請求項１乃至８のい
ずれか一項に記載の照明器具。
【請求項１０】
　前記ハウジングが、前記光源を収容することを特徴とする請求項１乃至９のいずれか一
項に記載の照明器具。
【請求項１１】
　前記第１光源が、前記光出射窓の方へ主光放射方向を持ち、前記第２光源が、前記光放
射窓の方へ主光放射方向を持つことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか一項に記載
の照明器具。
【請求項１２】
　前記第１光源及び前記第２光源が、独立して制御可能であることを特徴とする請求項１
１に記載の照明器具。
【請求項１３】
　前記ハウジングが、音響吸収性材料を有することを特徴とする請求項１乃至１２のいず
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れか一項に記載の照明器具。
【請求項１４】
　前記光源光が、前記光放射窓から、光ビームとして、前記光出射窓に対する垂線と前記
光ビームとの間の多くとも６５°の角度において、発せられることを特徴とする請求項１
乃至１３のいずれか一項に記載の照明器具。
【請求項１５】
　前記第２主面が、他の光出射窓を有することを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか
一項に記載の照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第２主面の反対側の、距離Ｗのところに第１主面を持つハウジングを有する
照明器具であって、前記ハウジングが、光源光を生成するための光源を収容するよう構成
されており、前記第１主面が、光源光を透過する光出射窓を有すると共に、前記第１主面
から横方向に延在し、長さＬを持つ少なくとも１つの側壁によって境界をつけられる照明
器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　冒頭の段落に記載されているようなタイプの照明器具は、EP2634474A1から既知である
。これらのタイプの照明器具の既知の問題は、例えば、かさばる、吸音材、光源、配線、
電子回路、ヒートシンクなどのような照明器具部品を収容するために必要とされる空間の
ために、相対的に大きい厚さ、即ち、相対的に高い側壁が必要とされることである。多く
の場合、これらの照明器具は、ペンダント照明器具として利用され、それに対して、通常
、人々が働くために会議机及び事務机を照明するために、浮いている照明器具の印象を与
えるよう、天井から吊り下げられる。しかしながら、これらの照明器具の大きい幅又は高
さ若しくは厚さにより、これらのペンダント照明器具の下で働く人々は、かなり重く、厚
い照明器具が、前記人々の頭の上に吊り下げられているという印象のために、居心地の悪
さを感じるという問題が生じる。前記既知の照明器具は、相対的に大きい高さの照明器具
部品を、第１主面及び第２主面の中央領域に、即ち、側壁から遠くに、配置することによ
って、この問題を解決している。その場合、ハウジングは、その中央領域において、厚く
、周辺領域において、即ち、側壁の近くで、スリムである。しかしながら、この解決策は
、照明器具部品の収容のために相対的に少ない空間及び細長い配線しか利用できないとい
う不利な点であって、熱発生又は熱放散部品、例えば、ヒートシンクと、熱に弱い電気部
品とが相対的に互いの近くに配置されることから、その後の、電子部品の早期故障のリス
クを伴う不利な点を含む。
【０００３】
　DE102012205188A1は、両方とも同じ光源と関連する、第１主面内の光出射窓と、側壁内
の光放射窓とを持つ照明器具を開示している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、上述の不利な点が抑制される、冒頭の段落に記載されているようなタ
イプの照明器具を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　それに対して、前記照明器具は、前記第１主面に境界をつける前記側壁の第１縁端部を
更に有し、前記側壁は、０より大きく、且つＷより小さい高さＨ、例えば、０．１＊Ｗと
０．８＊Ｗとの間の高さＨを持ち、光源光を透過する光放射窓を有し、前記光出射窓は、
第１光源と関連づけられ、前記光放射窓は、第２光源と関連づけられる。これらの方策に
よって、前記照明器具は、その実際の物理的な高さ／厚さと比べて、減らされた厚さ／高
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さの印象を持たせる。本発明の照明器具においては、更に、照明器具部品の収容のために
十分な空間が利用可能であり、熱発生／放散部品と、ヒートシンクと、熱に弱い（電気）
部品とが相対的に互いから遠いところに配置され得ることから、電子部品の早期故障のリ
スクは、減らされる。前記電気部品が、前記ハウジング内に望み通りに配設され得るので
、細長い配線は、不要になり得る。
【０００６】
　前記光放射窓は、１つの連続的な光透過性領域によって形成されてもよく、即ち、前記
光放射窓の表面積は、前記光透過性領域の表面積と同じである。他の例においては、前記
光放射窓は、多くの、例えば、１００個、１００００個又は２５００００個の、相対的に
小さな光透過性サブ窓によって形成されてもよい。前記多くの相対的に小さな光透過性サ
ブ窓は、実質上、前記光放射窓の表面積と同じ表面積を構成するが、物理的には、個々の
サブ窓の表面積の合計は、前記光放射窓の表面積より少ない。これらのサブ窓は、例えば
、丸いドット、正方形のドット、ゼブラパターンのような細長いストライプ、同心円によ
って形成されるドット、又は多くの、例えば、４つの平行な波状ストライプとして実施さ
れ得る。これらのサブ窓は、相対的に大きな距離離れたところから観察される場合に、ま
とまって１つの大きな光放射窓になり、実質上、１つの光透過性領域を形成するのに対し
て、相対的に小さな距離離れたところから観察される場合に、前記照明器具が、審美的で
、装飾的な特徴を持つようにする。
【０００７】
　前記側壁から発せられる光の効果は、前記側壁の縁端部が知覚しにくいので、前記照明
器具の実際の高さを隠すこと、及び／又は前記第１主面の前記光出射窓が、前記側壁の前
記光放射窓で拡張されているように見えることである。この効果の質は、前記第１主面の
前記光出射窓からの光束と、周囲光レベルと、前記光出射窓からの前記光放射窓の距離及
びサイズからの、並びに前記側壁の前記光放射窓からの光束との間のバランスに依存する
。
【０００８】
　本発明による照明器具は、前記光出射窓が、第１光源と関連づけられ、前記光放射窓が
、第２光源と関連づけられることを特徴とするのは、グレアの防止という理由のためでも
ある。後に、各々、前記光出射窓及び前記前記光放射窓から発せられる、前記第１光源及
び前記第２光源の間の光束における比は、例えば、光強度及び／又は色における、例えば
、オフィスの照明に適した値又は勾配における、所定の好ましい値に設定され得る。第１
及び第２光源は、例えば、前記第１及び第２光源が、各々、前記第１光源の場合は、前記
光出射窓の方向であり、前記第２光源の場合は、前記光放射窓の方向である、各々の光の
主放射方向を持つことを意味する、又は例えば、前記第１及び第２光源が、各々の窓を向
いていることを意味する。
【０００９】
　本発明の照明器具の実施例は、Ｈが、０．２＊Ｗと０．４＊Ｗとの間にあることを特徴
とする。これは、前記照明器具が更にスリムな外観を持つようにし、更に、Ｈは、グレア
の限られたリスクしか伴わずに、依然として相対的に小さいＨで、少なくとも１つの縁端
部を隠すのに十分である。それに対して、前記光放射窓における光レベルは、好ましくは
、前記周囲光レベルと比べて、数倍高い、例えば、少なくとも１０倍高い。前記高さＨは
、前記側壁の前記長さＬにわたって一定であってもよく、又は他の例においては、前記高
さＨは、前記側壁の前記長さＬにわたって可変である。可変高さＨの場合には、前記高さ
は、前記ペンダント照明器具の前記第１主面の形状に適応され得る。例えば、細長い矩形
の第１主面の場合には、前記光放射窓の前記高さＨは、例えば、その長さ方向において、
前記矩形の角に向かって、減少していくことができ、先細の構成の前記照明器具を提案し
、前記照明器具がより洗練されて見えるようにする。
【００１０】
　前記側壁の少なくとも１つの縁端部が隠される限り、前記照明器具の実際の厚さは、決
定されることができず、従って、本発明の照明器具の実施例においては、前記光放射窓は
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、前記側壁の第１縁端部から前記側壁の第２縁端部の方へ延在してもよく、又は前記光放
射窓は、前記側壁の第２縁端部から前記側壁の第１縁端部の方へ延在してもよい。一般に
、前記側壁は、例えば、前記第１主面が、円形又は長円形の形状を持つ場合に、前記第１
主面のまわりの全周囲のものである。他の例においては、前記第１主面の境界が、多くの
識別可能な側壁によって形成され、前記側壁は、例えば、前記第１主面が、正方形、凧又
は矩形の形状を持つ場合に、識別されることができ、その場合、少なくとも１つの側壁が
、光放射窓を有する。より多くの側壁がある場合には、好ましくは、各側壁が、各々の光
放射窓を持ち、これらの光放射窓の高さＨ及び／又はこれらの光放射窓から発せられる光
束は、互いに同じであってもよく、又は異なっていてもよい。前記光放射窓が、前記第１
縁端部から前記第２縁端部の方へ延在し、前記光出射窓が、前記第１主面全体にわたって
延在する場合には、前記光放射窓及び前記光出射窓は、一緒に、物理的に又は実質上、一
体化している光出射窓を形成する。一般に、前記側壁は、閉じたハウジングを形成し、斯
くして、前記ハウジング内に塵が積もるのを防止するよう、前記第１主面と前記第２主面
を接続するが、他の例においては、前記ハウジングは、容易な組立てのための「ボックス
及び蓋」の構成のものであってもよい。その場合、前記第１及び第２主面は、各々の（部
分的な）側壁を持ち、次いで、別々の特別なパーツ、例えば、スペーサを介して、互いに
接続され得る。
【００１１】
　グレアのリスクは、考慮に入れられるべきであり、例えば、前記光放射窓を介して発せ
られる光束の適切な設定によって、又は前記光出射窓に対する垂線と、前記光放射窓から
発せられるような光ビーム（の主方向）との間の６５°の臨界角未満の指向性によって、
回避されるべきである。これは、例えば、前記光放射窓において前記光源光を望ましい方
向に向け直す屈折／反射構造、例えば、回折格子、フレネルレンズ、中間光学構造(meso-
optic structure)若しくはマイクロレンズ光学部品を、前記光放射窓に設けることによっ
て、又は他の例においては、前記光放射窓の方への望ましい方向に光源光の細いビームを
もたらす光学部品、例えば、放物面反射器／コリメータを、前記光源に設けることによっ
て、達成されることができる。前記光放射窓からの、６５°より大きい角度における光放
射が、グレアをもたらさないかすかな周囲照明を生成するよう、低い光レベルを持つこと
は好ましいだろう。更に、前記光放射窓からのこのような低い明るさの放射は、前記照明
器具から相対的に大きい距離からの、前記光源の動作状態に関する、即ち、前記照明器具
の前記光源がオン／オフに切り替えられているかどうかの、簡単なチェックを可能にする
。
【００１２】
　前記照明器具の実施例は、前記第１光源が、前記光出射窓の方へ主光放射方向を持ち、
前記第２光源が、前記光放射窓の方へ主光放射方向を持つことを特徴とする。その場合、
光強度のより容易な制御が達成され、その場合、より広範囲の光強度設定が可能になる。
更に、前記第１光源及び前記第２光源が、独立して制御可能であること、例えば、好まし
くは、前記第１光源及び前記第２光源が、別々の電気的接続部を持ち、且つ／又は各々の
別々のＰＣＢに取り付けられることを特徴とする前記照明器具の実施例は、更に好ましい
。その場合、前記光出射窓及び前記光放射窓から発せられるような光束のレベル及び比は
、周囲の状況に対して更に容易に調節可能であり、従って、望ましい隠す効果が、より容
易に最適化され得る。
【００１３】
　光源が個々に制御可能であるというこの特徴は、とりわけ、前記第２主面が他の光出射
窓を有する本発明による照明器具の実施例において、興味深い。その場合、様々な光放射
窓及び光出射窓を通して発せられる光源光の光束及び色（温度）の両方が、要望通りに調
節可能である。
【００１４】
　前記照明器具の実施例は、前記光出射窓と前記光放射窓との間に、非光放射周囲領域が
含まれることを特徴とする。この非光放射領域は、前記側壁の前記光放射窓が、前記側壁
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の第２縁端部から前記側壁の第１縁端部の方へ延在すること、及び／若しくは前記光出射
窓が、前記第１主面全体にわたっては延在しないこと、又は前記光出射窓が、前記第１主
面全体にわたって延在し、且つ前記光放射窓が、前記側壁の第２縁端部から前記側壁の第
１縁端部の方へ延在することによって、得られ得る。本発明の照明器具のこれらの実施例
は、照明される幾らかより厚いリング内で浮いている相対的に非常に平坦な照明器具とい
う肯定的な印象を与える。前記光出射窓のまわりに二重リングを持つことも可能である。
それに対して、本発明の照明器具の実施例は、前記側壁が、０．２＊Ｗ乃至０．６＊Ｗの
範囲内にある高さＨＢを持つ遮光帯によって互いに分離された前記光放射窓及び他の光放
射窓を有することを特徴とする。前記第１主面及び前記第２主面の両方が各々の光出射窓
を有する本発明による照明器具の実施例においては、これらは、前記側壁に含まれる前記
光放射窓のうちの関連するものと整合され得る。
【００１５】
　前記光出射窓が前記第１主面全体にわたって延在する場合には、２つ以上の照明器具を
、それらの第１側壁が互いに当接し、それらの第１主面が光学的に１つの一体化している
面として知覚され、従って、実質上、１つの拡張された照明される光出射窓が形成される
ように、接続することが可能である。従って、連続的な光放射（つり）天井を作成するこ
とが可能になる。
【００１６】
　本発明による照明器具の実施例は、前記ハウジングが音響吸収性材料を有することを特
徴とする。とりわけ、音響吸収性照明器具は、相対的に厚く、それらの厚みは、望ましく
ないノイズ／音の十分な低減を得るために必要とされ、本発明の方策は、これらのタイプ
の照明器具が、より薄く、審美的により魅力的に見えるようにする。
【００１７】
　本発明による照明器具の実施例が、交換可能な光源を有することは可能であり、又は本
発明による照明器具の実施例が、固定された内蔵光源を有することは可能である。とりわ
け、光源としてＬＥＤが用いられる場合には、前記照明器具の前記ハウジングに既に内蔵
されている前記光源を有することは、非常に便利である。なぜなら、ＬＥＤの寿命は、故
障という理由での光源の交換が必要とみなされないような寿命であるからである。
【００１８】
　この明細及び請求項において「光源」と書いてある場合、この表現は、単一の、ＬＥＤ
、低圧水銀放電蛍光灯、高圧ガス放電ランプのような少なくとも１つの単一の光源を指し
てもよく、又はＰＣＢに取り付けられる多数のＬＥＤ若しくはハロゲン白熱灯のような（
同様の）光源の少なくとも１つのアレイを指してもよく、又は一緒に白色ＬＥＤ光源を形
成するＲＧＢ（Ａ）のＬＥＤのような一緒に複合光源を形成する少なくとも１つの複数の
一次光源を指してもよい。
【００１９】
　前記照明器具の前記第１主面及び／又は前記第２主面は、平坦な面であってもよいが、
他の例においては、ファセット化されてもよく、わずかに湾曲していてもよく、又はかす
かな波のような(subtle wave-like)湾曲を持っていてもよい。前記第１主面及び前記第２
主面は、一般に、互いに対して平行に構成されるが、他の例においては、前記第１主面及
び前記第２主面のうちの一方の面は、平坦であるのに対して、他方の面は、湾曲していて
もよく、ファセット化されてもよく、又は波のような湾曲を持っていてもよい。
【００２０】
　「前記側壁が前記第１主面に境界をつける」という表現は、前記側壁が、前記第１主面
と物理的な接触をしている実施例と、前記側壁が、前記第１主面の仮想境界を形成する実
施例との両方を含むものである。換言すれば、前記側壁の前記第１縁端部と、前記第１主
面の物理的な境界との間には、相対的に小さなギャップ、例えば、同じ方向に前記第１主
面の寸法の多くとも５％の幅を持つギャップがあってもよい。
【００２１】
　本発明による照明器具は、ペンダント照明器具に代わり、壁及びファサードに取り付け
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られることもできる。これらの照明器具が、音響減少目的のために取り付けられる場合に
は、音／ノイズを十分に吸収するために相対的に大きな厚み（Ｗ）が必要とされる。これ
らの照明器具の場合にも、視覚的により審美的な外観を持つことは望ましく、従って、本
発明は、ペンダント照明器具、天井に取り付けられる照明器具、及び壁に取り付けられる
照明器具に適用される。
【００２２】
　ここで、概略的な図面を用いて、本発明を更に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明による照明器具の第１実施例の下からの斜視図を示す。
【図２】本発明による照明器具の第２実施例の下からの斜視図を示す。
【図３】本発明による照明器具の第３実施例の長さ方向における部分断面図を示す。
【図４】本発明による照明器具の第４実施例の部分断面図を示す。
【図５】本発明による照明器具の第５実施例の部分断面図を示す。
【図６】本発明による照明器具の第６実施例の部分断面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１は、かすかな波のような湾曲を持ち、電源に電気的に接続されており、吊りケーブ
ル３を介して天井から吊り下げられている、照明器具１の本発明第１実施例の下からの斜
視図を示している。前記照明器具は、第２主面９の反対側の、距離Ｗのところに第１主面
７を持つハウジング５であって、光源光（図示せず）を生成するための光源（図示せず）
を収容するハウジング５を有する。前記第１主面は、光出射窓１７として拡散器を有し、
前記光出射窓１７は、前記第１主面全体にわたって延在し、光源光を拡散透過し、各々が
各々の長さＬａ、Ｌｂ、Ｌｃ、Ｌｄを持ち、前記第１主面から横方向に延在する少なくと
も４つの側壁１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄによって境界をつけられる。各側壁の各々
の第１縁端部２１ａ、２１ｂ、２１ｃ、２１ｄは、前記第１主面に境界をつける。各側壁
は、本質的にその全長Ｌにわたって、光源光を透過し、約０．２５＊Ｗである高さＨを持
つ各々の光放射窓２５ａ、２５ｂ、２５ｃ、２５ｄを有する。前記光放射窓は、それらの
第１縁端部で、前記光出射窓に境界をつける。
【００２５】
　図２は、本発明によるペンダント照明器具１の第２実施例の下からの斜視図を示してい
る。前記照明器具は、第２主面９の反対側の、距離Ｗのところに第１主面７を持つハウジ
ング５であって、光源光（図示せず）を生成するための光源（図示せず）を収容するハウ
ジング５を有する。前記第１主面は、光出射窓１７を有し、前記第２主面９は、他の光出
射窓２５を有する。側壁１９は、０．５５＊Ｗの高さＨＢを持つ遮光帯２９によって互い
に分離される光放射窓２３及び他の光放射窓２７を有する。前記他の光放射窓は、多くの
、この場合には、２５０００個の、丸いドットとして実施される相対的に小さな光透過性
サブ窓２４によって形成される。これらのサブ窓は、相対的に大きな距離離れたところか
ら観察される場合に、まとまって１つの大きな光放射窓になり、実質上、１つの光透過性
領域を形成するのに対して、相対的に小さな距離離れたところから観察される場合に、詳
細なズームの図に示されているように、前記照明器具が、審美的で、装飾的な特徴を持つ
ようにする。
【００２６】
　図３は、本発明による照明器具１の第３実施例の長さ方向における部分断面図を示して
いる。前記照明器具は、光源１１、即ち、この図においては、第１ランバートＬＥＤ光源
１１ａのアレイ及び第２ランバートＬＥＤ光源１１ｂのアレイが収容されるハウジング５
を持つ。前記照明器具は、更に、前記第１光源のアレイと関連する光出射窓１７を持ち、
且つ前記第２光源のアレイと関連する光放射窓２３を持つ。前記光放射窓は、その第１縁
端部２１で、前記光出射窓に境界をつける。光源の各アレイは、関連する光源のアレイの
強度／明るさを独立して制御し、斯くして、光源光１３の光束を、各々、前記光出射窓及
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って制御される。配線３１は、前記制御装置が、その関連する光源の近くに配置され得る
ので、相対的に短くなり得る。
【００２７】
　図４は、図３の断面図と同様の、本発明による照明器具１の第４実施例の部分断面図を
示している。光源１１は、ハウジング５内に収容され、この実施例においては、第１光源
として、第１の細長い蛍光灯１１ａの対を有し、第２光源として、第２の細長い蛍光灯１
１ｂの対を有する。蛍光灯１１ａ及び１１ｂは、各々、蛍光灯１１ａ及び１１ｂが、関連
する窓の方へ主光放射方向５５を持つようにするよう、各々の、関連する窓と反対の側に
、各々の反射性コーティングを具備する。前記光源は、全て、単一の制御装置１５によっ
て制御され、独立して制御可能ではない。第１主面７は、非光放射周囲領域３３によって
囲まれる光出射窓１７を持つ。側壁１９は、前記側壁の第１縁端部２１にも第２縁端部３
５にも境界をつけず、約０．５＊Ｗの高さＨを持つ光放射窓２３を持つ。
【００２８】
　図５は、図３の断面図と同様の、本発明による照明器具１の第５実施例の部分断面図を
示している。前記照明器具のハウジング５は、特別なコネクタ４１、例えば、スペーサを
介して互いに接続されるボックス３７及び蓋３９を有する。この実施例においては、側壁
１９は、第１主面７と第２主面９との間の全距離Ｗにわたっては延在せず、この実施例に
おいては、前記側壁は、距離Ｗの約６５％にわたって延在する。前記側壁の光放射窓２３
は、高さＨを持ち、高さＨも、Ｗの約６５％である。前記光放射窓は、前記第１主面に対
する垂線Ｎと６５°より小さい角度αの方向に光源光１２を向け直す、中間光学屈折構造
４３を具備するが、中間光学屈折構造４３は、任意の屈折及び／又は反射構造、例えば、
回折格子、マイクロレンズ光学部品又はフレネルレンズであってもよい。前記ハウジング
は、光源１１を収容するだけでなく、前記照明器具が、例えば、約１０乃至１５ｃｍの相
対的に大きい厚さ（Ｗ）を持つようにする、音響吸収性材料４５も収容する。
【００２９】
　図６は、図３の断面図と同様の、本発明による照明器具１の第６実施例の部分断面図を
示している。前記照明器具は、わずかに湾曲しており、その側壁１９は、第２縁端部３５
から第１縁端部２１の方へ延在する光放射窓２３を有する。前記光放射窓は、前記側壁の
周囲にわたって可変高さＨａ、Ｈｂ、Ｈｃを持ち、前記照明器具の中央領域４７から前記
照明器具の周囲領域４９の方へ先細りになる。前記光放射窓は、光源光１２を拡散透過す
る。第１光源１１ａは、ＰＣＢ５１に取り付けられる、前記光出射窓に面するＬＥＤのア
レイであり、第２光源１１ｂは、第２光源１１ｂからの光の主放射方向が前記光放射窓の
方向であるようにするよう反射器５３を備える細長いハロゲン白熱灯である。光源１１ａ
及び１１ｂは、独立して制御可能である。
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